
入園申し込みと諸費用について 

 

１．対象年齢・募集人員 

 ・４年保育【２歳児】2022年( R 4 )４月２日～2023年( R 5 )４月１日生…２４人 

 ・３年保育【３歳児】2021年( R 3 )４月２日～2022年(R4)４月１日生…４０人 

 ・２年保育【４歳児】2020年( R 2 )４月２日～2021年(R3)４月１日生…若干名 

 ・１年保育【５歳児】2019年(H31)４月２日～2020年(R2)４月１日生…若干名 

 

 

２．入園時の費用 
 

 ２歳児 ３・４・５歳児 

入 園 料 ※１ ５５,０００円 

施設維持費 ※２ ４５,０００円 

施設協力費 １０,０００円 ― 
    

※1・※2 ４年保育の方は、３歳児進級時に 

入園料・施設維持費をお支払いいただきます。 

 

 

 

 

３．その他の費用 
 

 ２歳児 ３・４・５歳児 

制服・体操服  約３３,０００円 

靴(通園靴・上靴)   ４,１５０円 

用品代(２年保育) ― 約２４,０００円 

用品代(３年保育) ― 約２２,０００円 

誕生会費 ５００円 ― 

傷害保険料 ８００円 ― 

スモック・用品代他 約１０,０００円 ― 

※３･４･５歳用品：かばん・お道具箱類・防災頭巾など 

※２歳用品：出席ノート・カラー帽子・スモック・名札・氏名印など 

 

 

４．入園（入会）申込書受付  於： 向島幼稚園 

１０月 1日（火） ９：００～１１：００ 

手 続 料 ３，０００円  ＊定員になり次第締め切らせて頂きます。 

     詳しくは別紙をご覧ください。 

 

   
※他園との併願はご遠慮ください。 

※納入後は、お引っ越し等の理由以外はお返しできません。（転勤証明が必要です） 

 

女児（冬） 男児（夏） 

入園料減免について 

＊兄弟姉妹２名同時に入園の場合

は、下のお子様は減額 

  （例）姉 … 55,000 円   

妹 … 30,000 円 

＊兄姉が在園児、卒園児、又は保護

者が卒園児の場合は、入園料は

30,000 円に減額 



 

５．入園後の費用 ≪毎月≫ 

 ※12カ月に分けて月額で納めていただきます。 

 ２歳児 ３・４・５歳児 備 考 

保育料 

３１,０００円 

(５,３００円) 

372,000／年 

２８,５００円 

（２,８００円） 

342,000／年 

（ ）の金額は無償化保育料 25,700 円 

差し引き後の金額 

※2 歳児は満 3 歳の誕生日前日より無償化

の対象となります。 

給食費 
５,１００円 

61,200／年 

５,６００円 

67,200／年 

※給食費の内、副食費(おかず)給付制度 

あり（給付方法は市によって異なる） 

減免対象者(月額上限：4500円) 

ＰＴＡ会費 ― 
６００円 

7,200／年 

① 年収 360 万円未満相当世帯 

② 全所得階級層の第３子以降の園児 

(きょうだいが小学３年生修了前) 

施設設備費 
４,８００円 

57,600／年 

４,８００円 

57,600／年 

※内バス費用 3,800 円 

徒歩通園児は減免申請により免除する 

ことができます。 

合 計 
４０,９００円 

(１５，２００円) 

３９,５００円 

(１３，８００円) 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育無償化制度について 

幼児教育は、こどもたちの生涯にわたる人格形成の基礎を培い、その後の人生における成果や、 

幸福感にも深く影響すると言われています。このような幼児教育の重要性を踏まえ、すべての 

こどもたちが質の高い幼児教育を受けることができるよう、令和元年度 10月から、幼児教育の 

無償化が始まりました。 

 市町村の認定 

 新 1号 通常の保育時間のみ幼稚園に通う満 3 歳児以上 

 新 2号 共働き家庭など、通常の保育時間に加えて保育を

必要とされるご家庭の 3 歳児以上 

（3 歳の誕生日を迎えた後の 4 月以降） 

 新 3号 共働き家庭など、通常の保育時間に加えて保育を

必要とされるご家庭の 0～2 歳児 

（市民税非課税世帯に限る） 

※新 2 号・3 号の申請には、就労証明書等の添付書類が必要となります。 

※書類の配布時期・給付方法は、市町村によって異なります。 

無償化となる費用 

 

対象者 

満３歳児から５歳児までの 

すべての園児 

 

給付方法 

償還払い方式（京都市など） 

保育料を従来通り一旦幼稚園にお納め 

いただきます。 

数か月後に無償化分保育料（25700 円×

月数）が市より保護者の方の口座に直接

振り込まれます。 

 

保育料 

月額２５，７００円まで無償 

※25,700 円を超える保育料は

保護者負担 

※給食費・通園費・行事費等は

保護者負担 

 法定代理受領方式（宇治市など） 

幼稚園に無償化分保育料が市から振り込

まれます。無償化保育料(25,700 円)が、

園の保育料が差しひかれるため、差額の

保育料のみお納めいただきます。 

 

無償化制度について 

無償化の対象になるためには、お住

いの市町村の給付認定を受けること

が必要です。 

「給付認定申請書」等は幼稚園に提

出していただき、園がとりまとめて

各市町村に提出いたします。 

 


